
令 和 5 年 度 食 品 衛 生 歳 末 一 斉 監 視 事 業 実 施 結 果  

 
 

北区では食品衛生監視指導計画に基づき、多種類の食品が短期間に大量に流通する歳末の時期にあわ

せ、食品の安全確保及び食中毒予防を目的として、１２月１日から１２月３０日までの間、食品衛生歳末

一斉監視事業を実施しました。その結果がまとまりましたのでお知らせします。 

 

 

１ 立ち入り監視指導結果 

製造・処理施設（工場等）、販売施設（スーパー、小売店等）ならびに調理施設（一般飲食店、給食

施設等）８１４軒（延べ８７７軒）に立ち入り、施設の衛生管理や食品の衛生的な取り扱いについて監

視指導を実施しました。 

その結果、食品衛生法に定める違反事項のあった施設、食品衛生法施行条例に定める衛生管理運営基

準や施設基準に適合しない施設等３軒に対して、改善を図るよう行政指導（口頭注意）を行い、無許可

営業を行っていた 2 施設より始末書を徴収しました。 

 

【立ち入り監視指導結果】 
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合  計 814 877 24 22 0 2 0 

製造・処理施設 51 56 0 0 0 0 0 

販 売 施 設 147 162 0 0 0 0 0 

調 理 施 設 616 659 24 22 0 2 0 

そ  の  他 0 0 0 0 0 0 0 

 

  



（１）食中毒予防対策 

 ノロウイルス対策の監視指導 

   例年、全国で集団給食施設（学校、保育園、高齢者福祉施設等）や弁当・仕出し調理施設におい

て、ノロウイルスによる大規模な食中毒が発生していることから、これらの施設２２０軒に立ち入

り、重点的な衛生指導を行いました。また、宴会場を有する飲食店（居酒屋、レストラン等）３５８

軒についても立ち入り、手洗いの徹底等の指導を行いました。 
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合計 578 621 

集団給食施設 150 150 

弁当・仕出し調理施設 70 84 

宴会場を有する飲食店 358 387 

 

 

（２）ふぐ取扱い施設の監視指導 

   致死性の毒を持つふぐが最も流通する時期にあわせ、ふぐを取り扱う飲食店や販売店２７軒に立ち

入り、適切な処理方法や設備について監視指導を行いました。 

   その結果、ふぐ取扱所については、認証書の掲示がなかった等３軒に対して改善指導を行いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             項目   
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合計 27 28 3 

ふぐ取扱所（認証書を受けている施設） 27 28 3 

上記以外の飲食店営業及び魚介類販売業 0 0 0 



（３）食肉の生食等での提供施設の監視指導 

  飲食店営業、食肉販売業および食肉処理業２６３軒に対して、食肉の生食等での提供について調査し

ました。鶏肉等について生または加熱不十分な調理での提供の自粛を指導し、またリーフレットを活用

し、鶏肉等の生食のリスクについて普及啓発を図りました。 

 

  【食肉の生食等での提供についての調査結果】 
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合計 263 271 61 

飲食店営業 208 216 49 

食肉販売業 49 49 19 

食肉処理業 0 0 0 

その他 6 6 0 

 

２ 収去（抜き取り）検査結果 

（１）化学検査 

１０検体（うち輸入食品０検体）について、保存料、甘味料、着色料等の食品添加物の検査を実施

しました。その結果、違反や不良の食品はありませんでした。 

 

【化学検査結果一覧】 

 

検体数 
輸入食品 

（再掲） 
違反 不良 

合計 1０ 0 0 0 

菓子類 5 0 0 0 

野菜加工品 2 0 0 0 

缶詰め・ビン詰め 1 0 0 0 

調味料 1 0 0 0 

食肉製品・肉類・卵及び 

それらの加工品 
1 0 0 0 
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（２）細菌検査 

１０検体について、食品衛生法に基づく成分規格の検査や、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７、黄色ブド

ウ球菌等の食中毒細菌の検査を実施しました。その結果、違反や不良の食品はありませんでした。 

 

【細菌検査結果一覧】 

   

 

 

 

 

   

 

 

         

 

 

３ 食品の表示に関する監視指導  

  食品販売施設に立ち入り、３，０２２食品について添加物表示、期限表示、アレルギー物質表示等に不

備がないことを確認しました。 

 

４ 講習会の実施 

食中毒防止対策の一環として、カンピロバクターやノロウイルス、寄生虫等の食中毒や HACCP に関す

る内容を中心に食品衛生講習会を実施しました。講習会は食品事業者を対象に３回実施し、合計４８名

の参加がありました。 

 

 
回数 受講人数 

合計 3 48 

食品事業者 3 48 

一般消費者 0 0 

 

 
検体数 違反 不良 

合計 １０ 0 0 

菓子類 4 0 0 

そうざい・弁当 4 0 0 

魚介類 2 0 0 
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